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 市立浦和高校における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時休業及び 

 分散登校の実施について 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応といたしまして、本市の感染状況や４月１日（水）

の文部科学省通知、専門家の意見等を踏まえ、感染拡大防止及び児童生徒の安全確保の観点か

ら、臨時休業を下記のとおり実施いたします。 

また、臨時休業期間中には登校日を設け、分散登校を実施します。分散登校につきましては、

３つの条件（換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発声）が同時に重なる

場を避けるために、各クラスを三分割にして行い、午前中に授業を実施いたします。 

何卒、御理解、御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症の今後の状況等に応じて変更することがありますので、御

了承ください。 

 

記 

 

１ 始業式・入学式について 

４月７日（火） ＊３月３１日（火）本校ＨＰの掲載内容を御覧ください。 

 

２ 臨時休業の期間について 

  ４月８日（木）から５月６日（水）まで 

 

３ 分散登校の実施期間について 

  ４月１０日（金）から５月６日（水）まで 

 

  ＊部活動については当面実施しません。 

＊校庭解放については当面の間実施しません。 

＊食堂の営業はありません。 

 

４ 分散登校の設定日について 

  生徒は学年別に、３日に１度程度、合計５日間登校します。 

  学年別の登校日等の詳細については後程お知らせします。 

 

５ 分散登校における留意点について 

（１）登校前に健康観察と検温を行い、３７．５度以上の発熱や咳などの風邪様症状がある場

合は、出席させず、家庭で休養してください。 

また、登校前日夜に３７．５度以上の発熱があった場合は、当日朝の体温が３７．５度

未満であっても出席を控えてください。 



（２）登校の際には、お子様のマスク着用をお願いします。なお、マスクを入手することが困

難な状況が続いております。必要に応じて、手作りマスクの作成・使用について以下のサ

イトを参考にしてください。【マスクの作り方】（文部科学省ホームページ「子供の学び

応援サイト」内） 

（３）体調面に不安がある場合など感染症予防のための欠席は欠席扱いとなりませんので、無

理をして登校しないでください。 

 

６ 臨時休業期間中の過ごし方について 

（１）お子様の体温の測定を毎日実施していただき、健康状態を確認してください。また、お

子様に風邪様症状が出た場合は、かかりつけの医療機関へ連絡し、医療機関の指示に従っ

て受診してください。 

（２）お子様は原則として、家の中で過ごすよう指導してください。健康維持のために屋外で

運動や散歩をする場合は、感染防止に十分配慮してください。 

（３）学校から指示された学習課題に、計画的に取り組ませてください。 

（４）事故等が発生した場合には、直ちに警察、学校等に連絡してください。 

 

７ 学校の連絡先について 

臨時休業期間中の学校との連絡は、以下の方法でお願いします。 

（１）学校の電話   ０４８－８８６－２１５１ 

（２）学校のＦＡＸ  ０４８－８８３－２０２９ 

 


